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はじめに 

 

 

 

 

 近年、少子高齢化や核家族化、価値観・生活様式の多様

化など、私たちを取り巻く社会情勢は大きく変化してい

ます。こうした変化は、当市においても、労働人口の減少

や地域における各種組織の担い手不足など、地域の活力

に影響を及ぼすことが懸念されています。 

 こうした状況の中、性別に関わりなく、仕事、家庭、地域などさまざまな分野でその個性

と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現が重要となってまいります。 

 国においては、平成 27 年に第４次男女共同参画基本計画が策定されたことに続き、平成

２８年には女性活躍推進法が完全施行され、女性の活躍や働き方改革が注目されております。 

当市においては、平成２４年に「第 2 次山県市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同

参画社会の実現に向け、各種施策に取り組んでまいりましたが、「第 2 次山県市男女共同参

画プラン」が平成２８年度をもって終了することから、これまでの取り組みの成果や課題、

そして社会情勢の変化を踏まえ、「第３次山県市男女共同参画プラン」を策定いたしました。 

 本プランにおいては、「山県市女性活躍推進計画」及び「山県市 DV 防止基本計画」を含

むことで、性別や分野に関わらず、市民の皆様が多様な活躍ができ、誰もが自分らしく生き

られる地域を目指してまいります。 

今後本プランを基に、新たな活力ある山県市の創造に向けて積極的に取り組んでまいりま

すので、皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 なお、本プランを策定するにあたり、慎重な審議を重ね、ご提言をいただきました山県市

男女共同参画推進審議会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をお寄せくださいました市民の

皆様に心からお礼申し上げます。 

 

 

平成２９年３月 

山県市長 林 宏 優  

 



 

 

  



 

 

目 次 

第１章 プラン策定の背景  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 １．世界の動き  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

 ２．国の動き  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

 ３．県の動き  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

 ４．市の動き  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

第２章 男女共同参画に関する山県市の現状  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

 １．人口等の現状  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

 ２．山県市男女共同参画に関する市民意識調査  ・・・・・・・・・・・・・・  5 

 ３．意識に関する全国との比較  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

第３章 基本的な考え方  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

 １．基本理念  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 ２．基本目標  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 ３．計画期間  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 ４．計画の位置づけ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 ５．施策の体系  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

第４章 基本目標と施策の展開  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

 基本目標１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり  ・・・・・・・・・・・・・ 21 

  Ⅰ 家庭・地域社会での男女共同参画の意識づくり  ・・・・・・・・・・・・ 21 

  Ⅱ 男女の差別意識のない職場づくり  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

  Ⅲ 男女平等を基本とする教育と学習の推進  ・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

  Ⅳ 男女間の暴力を防止する社会づくり（山県市ＤＶ防止基本計画）  ・・・・ 27 

 基本目標２ 女性が多様な活躍ができ、個々の価値観に配慮した施策の充実  ・・ 29 

（山県市女性活躍推進計画） 

  Ⅰ 女性の活躍の推進  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

  Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの啓発・普及  ・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

  Ⅲ 職業生活における多様な価値観への配慮  ・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

 基本目標３ 地域づくり・まちづくりに置ける男女共同参画の推進  ・・・・・・ 35 

  Ⅰ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進  ・・・・・・・・・・・・・ 35 

  Ⅱ 安心して暮らせる地域づくり  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

  Ⅲ 性別にとらわれず全ての人が輝ける地域づくり  ・・・・・・・・・・・・ 39 

第５章 計画の推進  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

 １．山県市男女共同参画推進審議会による審議  ・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

２．山県市男女共同参画推進プロジェクトチーム及び山県市男女共同参画  ・・・ 41 

推進本部による施策の進捗と管理  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

３．（仮称）山県市女性活躍推進協議会の設置及び審議  ・・・・・・・・・・・・ 41 

参考資料  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 



1 

 

第１章 プラン策定の背景 

 

 

１.世界の動き 

 

昭和５０年（１９７５年）に国連がメキシコシティで開催した国際婦人年世界会議で、女

性の地位向上のための行動への指針を与える「世界行動計画」が採択され、昭和５４年（１

９７９年）には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（女子差別撤廃条

約）が採択されました。 

こうして「平等、発展、平和」を目標に女性の地位向上に向けた世界的な活動が展開され

る中、平成７年（１９９５年）に中国で開催された第４回世界女性会議では、その目標をさ

らに推進することを掲げた「北京宣言」と「行動綱領」が採択され、女性の地位向上に関す

る国際的な取組のさらなる推進が求められています。 

 

 

２.国の動き 

 

国においては、こうした世界の動きを受け、婦人に関する施策について総合的かつ効率的

な対策を推進するため、昭和５０年に「婦人問題企画推進本部」を設置し昭和５２年に「国

内行動計画」を策定しました。また、国籍法、労働基準法の改正、男女雇用機会均等法の制

定等を経て、昭和６０年（１９８５年）に女子差別撤廃条約を批准しました。 

平成１１年（１９９９年）に、男女共同参画社会の実現に関する基本的な方針・理念等を

規定する「男女共同参画社会基本法」が制定され、平成１２年（２０００年）には同法に基

づく「男女共同参画基本計画」が策定されました。 

同計画は、国内外の状況変化等を考慮し、平成１７年（２００５年）に「男女共同参画基

本計画（第２次）」、平成２２年（２０１０年）に「男女共同参画基本計画（第３次）」が策

定されました。 

平成２７年（２０１５年）に策定された「男女共同参画基本計画（第４次）」では、改め

て強調している視点として〈あらゆる分野における女性の活躍〉を挙げ、男性中心型労働慣

行等の変革や女性の活躍に関して更に踏み込んだ取組を進めることとしています。 

さらに、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図るため、

平成２８年（２０１６年）には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性

活躍推進法）が全面施行されました。 
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３.県の動き 

 

岐阜県では、平成１５年（２００３年）に「岐阜県男女が平等に人として尊重される男女

共同参画社会づくり条例」が制定され、次いで平成１６年（２００４年）には同条例に基づ

いた「岐阜県男女共同参画計画」が策定されました。同計画は、平成２１年（２００９年）

と平成２６年（２０１４年）に見直しが行われ、現在は、①あらゆる分野における男女共同

参画の促進、②人権が尊重される社会環境整備、③男女共同参画推進の基盤づくりを政策の

３つの柱とした「岐阜県男女共同参画計画（第３次）」に基づいた取組が行われています。 

 

 

４.市の動き 

 

山県市は、平成１５年の合併後のまちづくりを進めるため、平成１７年（２００５年）に

第１次山県市総合計画を策定しました。 

総合計画の前期基本計画第６章「新しい未来を創るまちづくり」に基づき男女共同参画プ

ランを策定するため、平成１７年（２００５年）に男女共同参画プラン策定プロジェクトチ

ームを設置して男女共同参画に関する市民意識調査を実施しました。そして、有識者や各分

野で活動している市民からなる男女共同参画推進懇話会とともに調査の分析やプランの検

討を進め、平成１９年に「第１次山県市男女共同参画プラン」を策定しました。 

第１次プランは「男女共同参画で新たな活力ある山県市の創造」を基本理念に掲げ、「男

女共同参画に向けた意識づくり」「就業と家庭の両立推進施策の充実」「地域づくり・政策決

定への女性参画の推進」の３つを基本目標として、市内における男女共同参画社会の実現に

向けて総合的、計画的に各種施策を実施してきました。 

また、第１次プランの計画期間終了に伴い、後継計画である「第２次山県市男女共同参画

プラン」を平成２４年に策定しました。さらに、プランの取組をより一層推進し、市や市民、

事業者が協働して男女共同参画のまちづくりを目指すため、平成２７年には「山県市男女共

同参画推進条例」を制定しました。 

平成２９年３月をもって第２次プランの計画期間が終了することから、後継プランの策定

に向けて平成２７年には山県市男女共同参画推進審議会を設置しました。そして、市民意識

調査や審議を経て、国の女性活躍推進法に規定される「女性の職業生活における活躍につい

ての市町村推進計画」を盛り込む形で、３月３日に第３次山県市男女共同参画プランを策定

しました。 
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第２章 男女共同参画に関する山県市の現状 

 

１．人口等の現状 

(人口) 

 本市の人口（平成１５年の合併以前は高富町、伊自良村、美山町を足した人口）は平成に

入るまで増加を続けていましたが、平成７年の３１，５３４人をピークに減少へ転じ、平成

２７年では２７，１１４人と、２０年で４，４２０人減少しています。 

 

（合計特殊出生率） 

本市の合計特殊出生率※は、合併以前も含めて減少傾向にありますが、直近の推定値であ

る平成１７年～平成２２年の合計特殊出生率は１．２８（ベイズ推定値）と、平成１２～平

成１７年の推定値と比べて０．０４上昇しています。ただし、この値は県内４２市町村中の

最下位で、県の１．４８より０．２、全国の１．３７よりも０．０９低くなっています。 

※合計特殊出生率（ベイズ推定値）は「１５～４９ 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、

一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの子どもの数に相当します。 

 

29669
30592 30989 31534

30951
30316

29629

27114

24000

26000

28000

30000

32000

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

人
口
（
人
）

調査年（国勢調査）

山県市の人口の推移

1.24

1.28

1.81

1.57 1.49

1.47

1.37

1.48

1.81

1.57 1.5

1.34

1.29

1.371.72

1.53

1.36
1.32

1.91
1.61

1.38 1.4

1.94

1.57
1.59

1.43

0

0.5

1

1.5

2

2.5

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

合
計
特
殊
出
生
率
（
人
）

調査年（人口統計動態調査）

合計特殊出生率

山県市 岐阜県 全国 旧高富町 旧伊自良村 旧美山町



4 

 

（女性の年齢別就業率） 

本市の女性の年齢別就業率は「２０～２４歳」と「４５～４９歳」をピークとし、「３０

代」が低下する、いわゆるＭ字カーブを描いています。平成１７年と平成２２年を比べた場

合、平成２０年のリーマンショックによる景気後退の影響のためか、「３０代及び５０代」

以降の就業率が下がり、Ｍ字の谷が深くなっています。 

また、平成２２年における全国との比較では、「１５～２４歳」及び「３５～５９歳」に

おける就業率は全国より高くなっており、県との比較では、「２０～２４歳」は県より高い

一方「５０～６４歳」では県より低くなっています。全体としては、本市は全国・県より女

性の就業率が高く、「１５歳～２０代」前半の若い女性が多く働いているほか、M 字の谷の

部分からの復職・再就職も全国・県より早い結果となっています。 
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２．山県市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

実施期間 ：平成２８年７月２６日（火）～８月１９日（金） 

調査人数 ：市民１０００人（男性５００人、女性５００人を住民基本台帳から無作為抽

出） 

有効回答数：n=３２８人 

 

 

回答者は、男性 136、女性 188（性別無回答 4）と、女性の方が多くなっています。 

また、年代別では、10 代 6、20 代 19、30 代 22、40 代 37、50 代 56、60 代 88、

70 代以上 97 と、年齢が上がるほど回答者が多くなっています。 

 

 

 

 女性の働き方について、「１０～２０代」は学生か常勤の正社員が多く、「３０代」は常勤

の正社員が減少して専業主婦が増加しています。「４０代」以上は専業主婦が減少し、非常

勤のパートとして働く女性が増加しています。 
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 「生活の中で最も優先したいもの」については、男女ともに子育て世代は「仕事」と「家

庭生活」を、若年と高齢世代は「個人の生活」を優先したい人が多く、「女性の活躍とはど

のようなことだと思うか」については、男女ともに全世代「職業と育児や介護、地域活動な

どのバランスをとりながら活躍すること」を最も多く挙げています。 
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さらに、「女性が職業を持つことについてどう思うか」については、男女ともに、平成２

２年度調査では全世代「子どもができたら職業をやめ、子供が成長したら再び職業を持つほ

うが良い」が最多だったのが、今回はほぼ全世代で「子どもができても、子育てをしながら

職業を持ち続けた方がよい」が最も多い回答となっています（推移については p.18 参照）。 
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 以上のことから、男女ともに、家庭・地域活動と仕事にバランスよく携わりたいと思う市

民が多いと考えられます。 

 

「離職」については、女性の離職理由の半数近くが「結婚又は出産・育児のため」と答え

ており、「子どもができても、子育てをしながらずっと仕事を持ち続けた方がよい」と思う

女性が多い一方で（p８参照）、出産子育て等のため離職する人が多い状況にあります。 

 
 

また、「一日に家事・育児・介護に携わる時間」については、男性は勤務日の家庭参加が

少ないことから、「家庭を優先したい」と考える男性が多い一方で（p.6 参照）勤務日には

家事等に携われていない状況にあります。 

 
 

以上のことから、仕事と家庭のバランスについて、男女ともに理想と現状にズレがあると

考えられます。 
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「勤め先の場所」については、男性は「全世代」で市外が多く、女性も「４０代」までは

市外勤務が多く、子育て世代が市内で働いていない状況にあります。通勤に時間を要する市

外で働くことは、家事に時間が必要な世代にとって厳しい現状にある可能性があります。 
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 「女性が職業を続ける上での困難」については、男女ともに「家事や育児・介護で忙しく、

余裕がない」と「育児休業や介護休業など、職場の制度が整っていない」を挙げ、「男女が

ともに仕事と家庭を両立するための条件」については、男女ともに「年間労働時間の短縮」

「休暇を取りやすい職場環境づくり」「柔軟な勤務形態の導入」を、さらに女性は「働き続

けることに対する家族や周囲の理解と協力」を挙げています。 
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これらのことから、家庭に起因する休暇休業の取りやすい環境や在宅勤務等を含めた柔軟

な勤務形態など、柔軟な職場の制度・意識を変える支援が必要と考えられます。 
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また、多様な働き方のできる環境づくりを進めるだけでなく、「生活の中で最も優先した

いもの」（p.6 参照）で「家庭生活」を優先したいと答えた女性が男性と比べても多いこと

や、「女性の活躍とはどのようなことだと思うか」（p.7 参照）において、「家事や育児、地域

活動などで活躍すること」を挙げる女性も一定数いることを踏まえ、仕事、家庭生活、地域

活動等のバランスのとり方に対する、個々の価値観への配慮も必要と考えられます。 

 

 「各分野での男女の地位の平等感」については、「社会通念・習慣・しきたり」「家業の後

継者選び」「地域の中」「社会全体」は男女ともに「男性優遇」と感じている人が多くいます。

「家庭生活」「職場の選択や職場」「政治の場」「法律上や制度上」は、男性は「平等」もし

くは「女性優遇」だと感じている人が多い一方で、女性は「男性優遇」と感じている人が「平

等」と感じる人より多くなっています。男女ともに「平等」と感じている人が最も多いのは

「学校教育の場」と「ボランティアなど団体活動の場」となっています。そのため、特に女

性の多くは依然として社会の様々な分野で「男性優遇」と感じていると考えられます。 
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また、「男女共同参画に関する言葉の認知度」については、「内容を知っている」と答えた

率が、平成２２年の調査と比べ、男性は「男女雇用機会均等法」（４２．３％⇒４１．２％）

「育児・介護休業法」（３８．０％⇒３３．８％）が低下、「ワーク・ライフ・バランス」（９．

２％⇒１６．２％）は増加しています。また、女性では「ポジティブ・アクション」（１．

４％⇒３．２％）「ワーク・ライフ・バランス」（５．２％⇒１６．０％）「ジェンダー」（８．

９％⇒１１．２％）が増加しています。全体として認知度は横ばいであり、男女の地位の平

等感の結果も含めて、引き続き啓発を行う必要があります。 
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３．全国との比較による山県市の意識の特徴 

 

 「男女共同参画社会」という言葉の認知度について、「内容を知っている」「内容は知らな

いが聞いたことはある」と答えた率は、国の調査（内閣府：男女共同参画に関する世論調査）

では平成１９年が６３．８％、平成２１年は６４．６％、平成２４年は６３．７％、平成 28

年は６６．６％となっており、県の調査（岐阜県：男女共同参画に関する県民意識調査）で

は、平成２４年は６２．５％と、国・県ともに６０％以上で推移しています。それに対し、

本市では、平成２２年が５８．６％、平成２８年では５７．６％と９％ほど低くなっていま

す。 

 

「社会全体で男女が平等になっている」と感じる人の割合は、国は平成１４年の１９．５％

から平成２４年の２４．６％へと微増しましたが、平成２８年は２１．１％と減少していま

す。県は平成１４年が１１．９％で平成２４年が１６．２％、本市は平成１８年が１０．４％

で平成２８年が１９．２％と、増加しているものの、国の水準には届いていない状況です。 
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 「女性が職業を持つこと」について、「子どもができても職業を続けた方がよい」と答え

た人の割合は、国が平成１４年の３７．６％から平成２８年の５４．２％まで増加している

のに対し、県は平成１４年が２４．９％、平成２４年は２６．８％と微増にとどまっていま

す。本市は、平成１８年は２２．７％と低い値でしたが、平成２８年は４２．５％と急激に

増加しています。 
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それぞれの個性と能力を発揮できる活力ある山県市へ 

第３章 基本的な考え方  

 

１．基本理念 

 

 少子高齢化やライフスタイルの多様化など、私たちを取り巻く環境は大きく変化していま

す。このような中で、男女が互いに人権を尊重するとともに責任を分かち合い、多様性を認

め合うことが必要となっています。そこで、一人一人が望む場で仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）を図りながら、個性と能力を発揮できる社会を築くことを目的として、

基本理念を以下のとおりとします。 

 

 

 

２．基本目標 

 

 基本理念でうたう社会を築くため、以下の３つの基本目標のもとに各種施策を展開します。 

■基本目標１．「男女共同参画社会に向けた意識づくり」 

■基本目標２．「女性が多様な活躍ができ、個々の価値観に配慮した施策の充実」 

■基本目標３．「地域づくり･まちづくりにおける男女共同参画の推進」 

 

３．計画期間  

 

本プランの計画期間は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間とします。 

 

４．計画の位置付け 

 

 本プランは「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に基づく「市町村男女共同参画計

画」に位置付けるとともに、「基本目標２」を「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」（女性活躍推進法）第６条第２項に基づく「女性活躍推進計画」に、「基本目標１の

Ⅳ」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（配偶者暴力防止法）第

２条の３第３項に基づく「ＤＶ防止基本計画」にそれぞれ位置付けます。 

 また、本プランは「男女共同参画社会基本法」及び「山県市男女共同参画推進条例」を設

置根拠とし、「第２次山県市総合計画」を上位計画とします。「山県市子ども・子育て支援事

業計画」「健康山県２１」など市の関連計画と整合性を図るとともに、国の「男女共同参画

基本計画」及び「岐阜県男女共同参画計画（第３次）」の目標や方向等を踏まえたものとし

ます。 

男女一人一人が仕事と生活の調和を図りながら 
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５．施策の体系 

 

基本理念                                       

男女一人一人が仕事と生活の調和を図りながら 

それぞれの個性と能力を発揮できる活力ある山県市へ 

 

 

 基本目標１．「男女共同参画社会に向けた意識づくり」            

   施策の展開 

Ⅰ 家庭・地域社会での男女共同参画の意識づくり 

   Ⅱ 男女の差別意識のない職場づくり 

   Ⅲ 男女平等を基本とする教育と学習の推進 

   Ⅳ 男女間の暴力を防止する社会づくり 

 

基本目標２．「女性が多様な活躍ができ、個々の価値観に配慮した施策の充実」 

  施策の展開 

Ⅰ 女性の活躍の推進 

   Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの啓発・普及 

   Ⅲ 職業生活における多様な価値観への配慮 

 

基本目標３．「地域づくり･まちづくりにおける男女共同参画の推進」      

施策の展開 

Ⅰ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

   Ⅱ 安心して暮らせる地域づくり 

   Ⅲ 性別にとらわれず全ての人が輝ける地域づくり 
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第４章 基本目標と施策の展開  

 

基本目標１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり 

 

Ⅰ家庭・地域社会での男女共同参画の意識づくり 

 

《現状と課題》 

男女共同参画社会を実現するため、国においては平成１１年に男女共同参画社会基本法を

制定するとともに、平成１２年に男女共同参画基本計画が策定され、現在は、平成３７年ま

でを計画期間とする第４次男女共同参画基本計画が策定されています。県においても、平成

２６年～３０年を計画期間とする第３次岐阜県男女共同参画計画のもと各種取組が進めら

れています。本市においても、平成２７年３月２０日に山県市男女共同参画推進条例を制定

し、平成２４年～２８年度を計画期間とする第２次山県市男女共同参画プランを策定し、各

種取組を実施してきました。 

しかし、平成２８年に実施した「山県市男女共同参画に関する市民意識調査」（以下「意

識調査」）では、男女共同参画に関する言葉の認知度について、その多くが男女ともに依然

として認知度が低く、男女共同参画に対する理解度が低い状態にあることがわかりました。

（p.１5 参照） 

また、各分野における男女の平等感についても、「社会通念・習慣・しきたり」「地域の中」

等の項目で男女ともに多くの人が男性優遇と感じていることがわかりました。（p.14 参照） 

そのため、男女共同参画に関する法制度等の周知とともに、様々な場面において、男女

の固定的な役割分担意識を変革する必要があります。 

さらに、現在市内には約６００人の外国人が生活しており、その約８割が女性となって

います。言葉の問題や生活環境の関係で、様々な情報を知ることができず、社会的な不利

益をこうむることも考えられます。 

こうしたことから、地域との交流や行政における積極的な情報提供を通じて、外国人に対

する理解を深めるとともに、外国人も生活に必要な情報等を知ることができる環境づくりが

大切です。 

 

《施策の方針》 

広報紙や市のホームページをはじめとする様々な媒体を通して、男女共同参画に関する法

制度等の周知を行い、家庭や地域社会での固定的な性別役割分担意識の解消を目指します。 

また、地域で生活する外国人への積極的な情報提供や国際交流を進め、外国人も地域の一

員として生活していける環境づくりを進めます。 
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Ⅰ家庭・地域社会での男女共同参画の意識づくり 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 

家庭・地域社会で

の固定的な性別

役割分担意識の

排除 

 広報紙・市のホームページ等による男女

共同参画意識の啓発 

 自治会等への男女共同参画意識の啓発 

総務課 

企画財政課 

（２） 

人権尊重の意識

啓発と相談体制

の充実 

 人権尊重の意識を高めるための普及啓

発 

 人権尊重の意識啓発等につながる図書

等の充実 

 人権相談、法律相談心配ごと相談の充実

とプライバシーに配慮した相談体制の

整備 

市民環境課 

福祉課 

生涯学習課 

（３） 
多文化共生と国

際理解の促進 

 市内在住外国人への情報提供 

 国際理解のための国際交流の推進 

市民環境課 

生涯学習課 

 

《数値目標》 

 

広報紙又はＨＰの男女共同参画に関する記事掲載回数 

【毎年 2回以上掲載】 

 

法律相談（窓口）の開催数 

【毎年１８回以上開催】 

 

人権相談（窓口）の開催数 

【毎月１回開催】 

 

社会全体で男女が平等だと思う人の率 

【H28：19.2％ ⇒ H32：25％】 
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Ⅱ男女の差別意識のない職場づくり 

 

《現状と課題》 

急激な少子高齢化により、労働人口の減少が懸念される中で、男女がともにその能力を十

分に発揮できる職場の環境づくりが大切になってきます。 

 しかし、意識調査では、職場における男性の優遇感が、特に女性において強く感じられる

結果となっており、職場環境において、男女の間で実質的な機会や待遇に不平等が生じてい

る状況が考えられます。 

そのため、女性がその能力を十分に発揮できるよう、女性が管理職になるための機会の公

平性確保や待遇の改善とともに、性別役割分担意識の解消などを行う必要があります。 

同時に、男性の家庭参加の阻害要因と考えられる長時間労働や育児休業などを取りにくい

環境を改善することが、男女がともに家庭と仕事を両立する上で大切です。 

また、意識調査ではセクシュアル・ハラスメント（※１）について、直接経験したり、まわり

に経験した人がいると、２０％近くの人が回答しており、身近な問題となっています。セク

シュアル・ハラスメントは、男女の働く権利や人権を侵害する、社会的に許されない行為で

あり、男女が職場において能力を発揮することを阻害する要因としても考えられるため、防

止のための取組が必要です。 

 

《施策の方針》 

 女性管理職比率の改善について、雇用機会均等法に関する啓発、情報提供や企業における

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）（※２）の推進を働きかけるとともに、男性が家庭

に参加しやすい職場づくりを促し、男女が職場と家庭の両方で差別意識なく、責任を分かち

合える社会を目指します。 

 また、セクシュアル・ハラスメントを防止するとともに、市民や事業者等の認識を高める

ため、啓発活動・情報提供を積極的に行います。 

 

 

※１ セクシュアル・ハラスメント 

相手の意思に反して不快や不安な状態に追い込む性的な言葉や行為のこと。 

 

※２ ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する

ために、男女間の格差を改善するために必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、機会を積極的

に提供すること。 
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Ⅱ男女の差別意識のない職場づくり 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 

雇用機会均等の

推進とポジティ

ブ・アクションの

働きかけ 

 事業者や市民に対する、男女雇用機会均等

法の啓発と推進 

 関係機関との連携による、事業主等に対す

る女性管理職比率の改善やポジティブ・ア

クションの働きかけ 

 家族経営協定（※３）の推進 

 関係機関との連携による雇用に関する相

談体制の充実 

企画財政課 

産業課 

まちづくり・

企業支援課 

（２） 

セクシュアル・ハ

ラスメントの防

止 

 セクシュアル・ハラスメント防止のための

普及啓発と情報提供 

企画財政課 

まちづくり・

企業支援課 

 

《数値目標》 

 

広報紙又はＨＰの男女共同参画に関する記事掲載回数（再掲） 

【毎年２回以上掲載】 

 

パンフレット・広報等による啓発活動の実施 

【H27：－ ⇒ H33：年 1回】 

 

職業の選択や職場について男女が平等だと思う人の率 

【H28：18.6％ ⇒ H32：25％】 

 

※３ 家族経営協定 

家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指

し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基

づき、取り決める協定のこと。 
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Ⅲ男女平等を基本とする教育と学習の推進 

 

《現状と課題》 

男女共同参画社会を実現するためには、価値観の形成に大きな影響のある子どものころか

ら男女平等の意識づくりを行うことが大切です。保育園や学校は、子どもが初めて社会生活

を経験する場であり、こうした場で、性による違いを理解した上で、性別にとらわれずに個

性と能力を発揮できる環境をつくることは、生涯にわたり自立して社会参画していくために

重要なことです。 

また、本市における「学校教育の場」での男女の平等感は高くなっていますが、男女平等

を基本とする学習環境をつくるために、教職員やＰＴＡ、授業参観など、教育現場を取り巻

く場での男女共同参画の一層の推進が必要です。（p.13 参照） 

 

《施策の方針》 

保育園や学校において、人権尊重を基本とする男女平等教育の充実を図るとともに、男女

共同参画の視点に立ち、性別にとらわれず子どもたちの個性と能力を尊重した教育の充実を

図ることで、生涯にわたって性別役割分担意識にとらわれない、自立した社会生活を送れる

よう、教育・学習環境の整備を進めます。 
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Ⅲ男女平等を基本とする教育と学習の推進 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 

男女共同参画の

視点に立った保

育・学校教育の

推進 

 保育園、学校において性別にとらわれな

い、個性、能力や適性を活かした指導 

 人権教育推進のための、市内小中学校の

教職員を対象にした研修会の実施 

 人権教育を通した子どもたちへの男女平

等意識の定着 

 性別役割分担意識の影響を受けずに、自

らの意思で進路を決めることができる進

路指導 

 男女対等な関係の中で、自分の身体を大

切にできる性教育の実施 

 ＰＴＡ組織での会議への男女共同参画の

啓発 

 家庭.教育学級への父親参加の呼びかけ 

 授業参観や三者懇談会への父親参加の呼

びかけ 

福祉課 

学校教育課 

生涯学習課 

（２） 

男女共同参画を

推進する生涯学

習機会の充実 

 家庭教育学級での人権研修会の実施 

 人権感覚を豊かにするための研修や講演

会の実施 

 男女共同参画社会推進についての出前講

座の充実 

生涯学習課 

企画財政課 

 

《数値目標》 

人権教育における行動力の育成を主たる目的と

する取組「ひびきあいの日」の実施 

【全小中学校で実施】 

 

教職員人権教育研修会 

【毎年 1回実施】 

 

人権講演会の参加者数 

【H28：200人 ⇒ H33：250人】 

 

 

 

 

学校教育で男女が平等だと思う人の率 

【H28：55.2％ ⇒ H32：60％】 

学校人権教育推進委員会 

【毎年２回実施】 

ＰＴＡ代議員会での女性役員の割合 

【H28：20％ ⇒ H33：30％】 
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Ⅳ男女間の暴力を防止する社会づくり（ＤＶ防止基本計画） 

 

《現状と課題》 

国では、平成１３年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下

「ＤＶ防止法」）が制定され、国及び地方公共団体にはＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）（※）を防止し、被害者を保護する責務が明示されました。平成１６年、平成１９年のＤ

Ｖ防止法の一部改正を経て、ＤＶの定義の拡大、保護命令制度の拡充などとともに、市町村

ＤＶ防止基本計画の策定が努力義務となりました。また、平成２５年の改正では、生活の本

拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても法の適用対象とされ、法律名が

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。 

本市においては、街頭啓発などを行いＤＶに関する理解促進に努め、専門職の相談員を配

置して、いつでも相談できる体制を整えてきました。 

ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されるものではなく、

男女共同参画を進める上においても克服しなければならない重要な課題であり、ＤＶ防止と

根絶のために、人権教育や広報、啓発が必要です。 

また、ＤＶは、被害者の生命や身体に危害が及んだり、心身への有害な影響が及んだりす

ることがあるにもかかわらず、外部からその発見が困難な家庭内において行われるため、潜

在化しやすく、社会的にも個人や家庭の問題として軽視される傾向にあります。被害者本人

がＤＶを受けていると気付いていなかったり、繰り返し受ける暴力によって不安や恐怖を持

ったりなど様々な理由から「自分にも悪いところがあったから」「自分さえ我慢をすれば」

と周囲に助けを求められずに、一人で苦しんでいる状況があります。被害が深刻になる前に、

被害者が、身近な場所で気軽に安心して相談ができ、かつ、必要な情報が得られる体制づく

りが必要です。 

 

《施策の方針》 

ＤＶは身近にある重大な人権侵害であり、いかなる暴力も許されるものではないとの共

通認識を持つための意識啓発や情報提供を行い、男女ともに自己の尊厳を大切にしなが

ら、お互いが一人の人間として尊重されるような社会づくりを目指します。 

 また、ＤＶ被害者が安心して相談できる相談窓口の周知や、二次的被害防止など相談員の

資質向上を図るとともに、被害者支援を円滑かつ適切に行えるよう関係機関が相互に連携を

図ります。 

 

※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）からの身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの、又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言

動をいう。 
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Ⅳ男女間の暴力を防止する社会づくり（ＤＶ防止基本計画） 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 
普及啓発活動の

推進 

 ＤＶ防止に関する法制度や支援体制の情

報提供や普及啓発 

 住民基本台帳事務におけるＤＶ等支援措

置制度の周知（被害者の保護支援のため

の住民票・戸籍の附票の請求を制限する

制度） 

福祉課 

市民環境課 

（２） 
被害者相談の体

制推進 

 ＤＶなどに関する相談窓口の周知 

 ＤＶ被害者支援に係る関係機関との体制

強化 

 二次的被害を防止するため、研修などを

通じた相談員のＤＶに関する知識の向上 

福祉課 

（３） 

ＤＶ被害者支援

に係る関係機関

との連携促進 

 市要保護児童対策及びＤＶ防止対策地域

協議会で、ＤＶ被害者の支援について協

議・調整し、適切な役割分担と連携 

福祉課 

 

《数値目標》 

 

ＤＶの内容を理解している人の割合 

【H27：－ ⇒ H32：80％】 

 

パンフレット・広報等による啓発活動の実施（再掲） 

【H27：－ ⇒ H33：年 1回】 
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（女性活躍推進計画） 

基本目標２ 女性が多様な活躍ができ、個々の価値観に配慮した施策の充実 

 

Ⅰ女性の活躍の推進 

 

《現状と課題》 

 本市における職業に従事する女性の割合は、平成１２年が４２％であるのに対し、平成１

７年は４３％、平成２２年は４９％（国勢調査、平成１２年は旧３町村における割合）と、

女性の社会進出が進んでいます。しかし、管理職等の指導的立場で活躍する女性の割合は、

平成２２年は０．４％（国勢調査、６,６２３人中３１人）と極めて低い水準にあります。 

 職業生活において男女それぞれの価値観が尊重されるためには、指導的立場において、男

性だけでなく女性もその能力を発揮して活躍できる環境づくりが重要です。そのため、基本

目標１－Ⅱにおける雇用機会均等への取組に加え、指導的立場における女性比率の改善など

のポジティブ・アクション（積極的改善措置）（ｐ23※2 参照）の推進など、職業生活において、

女性がより活躍できる環境づくりが必要です。 

 

《施策の方針》 

 職業生活において、女性の社会進出が進むものの、管理職等の指導的立場で活躍する女性

が依然として低い水準にあることから、指導的立場で活躍できる女性を増加させていくため、

公共調達における女性の活躍に積極的な事業者への加点を検討するとともに、ポジティブ・

アクションの推進を働きかけ、女性の活躍に関する各種制度などの情報提供を行います。 

 また、女性が子育てをしながらも、指導的立場での仕事が安心してできるよう、子育て支

援の取組を充実させるとともに、離職することなくキャリア形成が継続できるよう、企業に

対し育児休業制度や短時間勤務制度などの情報提供や普及啓発を行います。 
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Ⅰ女性の活躍の推進 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 
ポジティブ・ア

クションの推進 

 女性活躍を踏まえた公共調達における加

点の検討 
企画財政課 

（２） 

女性の活躍を踏

まえた職場づく

りの支援 

 女性の活躍に関する各種制度の情報提供

と普及啓発 

企画財政課 

まちづくり・

企業支援課 

（３） 
女性のキャリア

形成の支援 

 ロールモデルの紹介等を通した女性への

キャリア支援 
企画財政課 

（４） 
子育て支援制度

の充実 

 低年齢児保育、一時保育、特定保育、延

長保育等の充実 

 放課後児童クラブの充実 

福祉課 

 

《数値目標》 

 

パンフレット・広報等による啓発活動の実施（再掲） 

【H27：－ ⇒ H33：年 1回】 

 

広報紙等による活動事例やロールモデル等の紹介件数 

【毎年１件以上】 

 

低年齢児保育の利用者数 

【H27：176人 ⇒ H33：185人】 

 

延長保育の利用者数 

【H27：172人 ⇒ H33：212人】 

 

放課後児童クラブの利用者数 

【H27：210人 ⇒ H33：220人】 
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Ⅱワーク・ライフ・バランスの啓発・普及 

 

《現状と課題》 

市民意識調査では、「女性の活躍」について「職業や育児介護等バランスをとりながら活

躍すること」を挙げる市民が、男性３６.２％、女性４０.３%と男女ともに最も多くなって

います。（p.7 参照）少子高齢化やライフスタイルの多様化が進む中、地域や家庭など、様々

な場面で一人一人が多様な活躍ができ、個々に満足感の高い男女共同参画社会の実現が求め

られます。 

また、意識調査では、女性の就業状況は２０代までは学生・正社員が多く、３０代で専業

主婦が増加し、４０代以降パート等非正規雇用が増加する、いわゆる「Ｍ字カーブ」を描い

ています。（p.4、5 参照）女性の就労については、男女ともに「子どもができても働き続け

るべき」が最も多く、女性が子育てをしつつ、家庭生活とのバランスもとりながら働き、キ

ャリアを継続して積める環境の整備が必要です。（p.8 参照） 

 男性については、子育て世代を中心に「家庭を最も重視したい」と考える人が多い一方で、

勤務日に家庭に携わる時間は女性と比べて際立って少なく、仕事と家庭の両立のために必要

な条件として、「年間労働時間の短縮」と「休暇の取りやすい職場環境」が多く挙げられて

います。（p.6、9、１2 参照）このことから、男性は労働時間が長く、家庭生活に協力や参

画がしづらい状況が考えられます。男性が家庭生活に協力・参画できる職場づくりは、女性

の社会進出にもつながり、男女がともに仕事と家庭を両立できる社会を築くために重要です。 

なお、山県市役所においても、本市内の事業所のロールモデルとなるよう、男女がともに

働きやすい職場づくりを率先して行う必要があります。 

現状では、年間３６０時間超の超過勤務がある部署があることに加え、年次休暇取得率が

全体で５０％未満という状況にあり、働きやすい職場環境づくりにおける意識改革を行う必

要があります。 

 その取組の一環として、指導的立場にある管理職が率先して、ワーク・ライフ・バランス

に取り組むとともに全ての職員の働き方を理解し、組織としての成果もマネジメントしてい

く活動を進めるため、平成２８年８月に、市幹部と市内１２校の小中学校長とで「イクボス
（※）宣言」をしたところです。 

 

《施策の方針》 

子育てや介護中の女性が、それぞれの実情に合わせた形でのキャリアを積んだり、離職し

ても就業への環境が整った段階で速やかに再就職したりできるよう支援等を行います。また、

子育て期の女性が通勤時間のかかる市外へ多く通勤していることを踏まえ、市内の事業所で

子育てや介護をしながら働ける環境を整備するための事業所への啓発のほか、ＩＣＴ（情報

通信技術）を活用した在宅勤務やキャリア支援の方法について検討します。 

また、子育て世代は、子どもの体調不良により急に看護を必要とする場合が多く、休暇の

取りやすい環境や柔軟な勤務形態など、男性の家庭参加を可能とする職場環境の整備を図る

よう企業に向けて配慮を求めるとともに、子育て支援優良企業の顕彰など働き方の優良事例
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の紹介や雇用者側である企業に向けた制度周知等の啓発・支援の検討も合わせて行います。 

なお、山県市役所においては、職員全員が、健康で働きやすく、多様な意見が採り入れら

れる職場を実現するため、山県市特定事業主行動計画（平成２８年３月改正）の中で、「職

員一人ひとりが本計画の趣旨及び取組内容を理解し、休暇等の取得、超過勤務の縮減、事務

の効率化など職場全体で積極的に取組を進めていく」と定めています。 

山県市役所ではすでにイクボス宣言をしており、本市内の事業所のロールモデルとなるよ

う、管理職のリーダーシップのもと市職員全員がワーク・ライフ・バランスを認識し、男女

が共に働きやすい職場づくりを継続的に行うとともに、育児、介護等の家庭生活が充実でき

るよう、率先して行動していくように意識を高めます。 

 

※ イクボス 

共に働く部下などの「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」を考慮しつつ、その人のキャ

リア形成を支援する一方、自らも両立を楽しみながら、組織としての成果を上げる管理職のことをいう。 
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Ⅱワーク・ライフ・バランスの啓発・普及 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 

子育てや介護中

の女性のキャリ

ア支援 

 将来のキャリアアップのための、ロール

モデル紹介等による啓発と情報提供 企画財政課 

（２） 

子育てと職業生

活を両立できる

就労環境の整備 

 イクボス及び子育て支援優良企業の顕彰

の検討 

 ＩＣＴを活用した在宅勤務やキャリア支

援についての検討 

 事業者や市民に対する、育児休業や短時

間勤務など育児に係る制度の普及啓発 

 ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 

企画財政課 

まちづくり・

企業支援課 

（３） 
子育て支援制度

の充実 

 低年齢児保育、一時保育、特定保育、延

長保育等の充実（再掲） 

 放課後児童クラブの充実（再掲） 

 家庭教育支援、子育て支援センター事業

の充実 

 子育て支援ネットワークの充実 

 ファミリーサポートセンター事業の充実 

 育児や生活などの様々な分野の相談窓口

の充実 

 子育て支援活動を行っているＮＰＯ法人

等の支援と情報提供 

福祉課 

生涯学習課 

 

《数値目標》 

育児や生活などの様々な分野の相談件数 

【H27：17件 ⇒ H33：50件】 

家庭教育支援事業の男性参加率 

【H27：19％ ⇒ H33：23％】 

岐阜県子育て支援企業登録数 

【H27：23社 ⇒ H33：25社】 

家庭教育学級での人権研修会の参加者数 

【H27：45人 ⇒ H33：50人】 

広報紙等による活動事例やロールモデル等の紹介件数（再掲） 

【毎年１件以上】 

低年齢児保育の利用者数（再掲） 

【H27：176人 ⇒ H33：185人】 

延長保育の利用者数（再掲） 

【H27：172人 ⇒ H33：212人】 

放課後児童クラブの利用者数（再掲） 

【H27：210人 ⇒ H33：220人】 

子育て支援ボランティア講座の受講者 

【Ｈ27：66 人 ⇒ Ｈ33：80人】 

ファミリーサポートセンター事業の利用者件数 

【Ｈ27：147件 ⇒ Ｈ33：150件以上】 
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Ⅲ職業生活における多様な価値観への配慮 

 

《現状と課題》 

 職業分野で女性がその能力を発揮できる社会を築くことは重要ですが、一方で、意識調査

では「家庭」を最も重視したい女性がほぼ全世代で最多であり、家事育児や地域で活躍する

ことを「女性の活躍」と感じる人も一定数おり（p.6、7 参照）、「仕事」だけではなく、子

育てや地域活動等を行うことに充実感や幸せを感じる女性もいるものと思われます。 

 また、同様に「家庭生活」をより重視し、女性の職業生活の支援をすることに抵抗を感じ

ない男性もいることが考えられます。こうした多様な価値観があることに配慮して、仕事や

家庭・地域など、どの分野に参画するかは他者により強制されるものではなく、一人一人の

意思に委ねられるべきものであり、個人がそれぞれにワーク・ライフ・バランスの実践が図

られるよう、配慮していく必要があります。 

 

《施策の方針》 

職業生活の活躍において、特定の意識を強制することがないよう、多様な選択肢の提案や

職業生活以外における活動事例等の紹介を行います。 

 

 

Ⅲ職業生活における多様な価値観への配慮 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 
多様な選択肢の

提案 

 ロールモデル紹介等による啓発と情報提

供 
企画財政課 

（２） 

職業生活以外に

おける活動事例

等の紹介 

 広報紙等による、地域活動などの紹介 

企画財政課 

 

広報紙等による活動事例やロールモデル等の紹介件数（再掲） 

【毎年１件以上】 
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基本目標３ 地域づくり・まちづくりにおける男女共同参画の推進 

 

Ⅰ政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

 

《現状と課題》 

 男女共同参画に基づいた地域づくりのためには、行政や審議会・委員会など、様々な場で、

男女がともに政策・方針決定に参画することが重要です。 

本市における審議会等の女性委員の割合は３４．９％（平成２８年４月１日現在）となっ

ており、上昇傾向を示していますが、女性が不在又は男女の比率が偏っている審議会・委員

会も存在しています。 

 山県市役所の管理職における女性職員の比率は２１．６％（平成２８年４月１日現在）と

なっており、都道府県の地方公務員管理職に占める女性の割合の全国平均が７．７％※と比

較しても高い方です。しかし、現状に満足することなく、女性の活躍推進に対して積極的に

取り組む必要があります。 

 

《施策の方針》 

政策・方針決定の場において、男女それぞれの意見が十分に出されるよう、本市における

女性又は男性委員不在審議会・委員会の解消と男女比の均衡に努めるとともに、山県市役所

の管理職における女性の比率改善を進めます。 

 

※内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（平成 27

年度）より 
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Ⅰ政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 

行政政策・方針決

定の場への参画

促進 

 女性委員比率改善の推進、男性委員又は女

性委員不在審議会・委員会等の解消 

 官公庁などの発行物、新聞や情報誌などか

らの情報収集と発信 

 行政情報の簡明化による行政参加意欲の

促進 

 パブリックコメントの積極的な運用 

全課 

（２） 

男女共同参画を

推進する人材の

育成 

 地域づくりにおける女性リーダー育成の

ための研修会等の開催 

 あらゆる分野での男女共同参画を図るた

めの、分野に応じた人材情報の提供 

企画財政課 

生涯学習課 

（３） 

行政における男

女共同参画の推

進 

 男女共同参画の意識啓発と資質向上を目

指す、職員の研修機会の拡充 

 性別にとらわれない適切な人材配置と女

性の管理職比率改善の推進 

総務課 

 

《数値目標》 

 

女性委員等の比率 

【H28：34.9％ ⇒ H33：40%】 

 

女性委員・男性委員不在審議会、委員会等の解消 

【H28：5組織 ⇒ H33：0組織】 

 

男女共同参画の意識啓発と資質向上を目指す、職員の研修機会の拡充 

【研修機会の拡充 年 1回以上】 

 

行政における性別にとらわれない適切な人材配置と女性の管理職比率の改善 

【山県市役所の管理職職員の女性が占める割合】 

 管理職：H27  21.6% ⇒ H33：25% 
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Ⅱ安心して暮らせる地域づくり 

 

《現状と課題》 

 近年、ひとり親家庭の増加や雇用形態の変化などにより、貧困や健康など様々な困難を抱

える人が増えています。こうした困難は、性別や障がいの有無など、それぞれの特徴が生活

や社会参画などに影響を与える結果につながるため、様々な困難に対する支援を行い、誰も

が安心して暮らし、多様な場面に参画していける地域をつくる必要があります。 

 また、東日本大震災等の過去の災害対応における経験を基に、男女共同参画の視点から必

要な対策・対応については、予防、応急、復旧・復興等の各段階において、地方公共団体が

取り組む際の指針となる基本的事項を示すものとして、「男女共同参画の視点からの防災・

復興の取組指針（内閣府男女共同参画局）」があります。 

 この指針に基づき、平成２５年度に「山県市地域防災計画」の「第３章災害応急対策」の

「第７節り災者対策」の中で、「指定避難場所の運営における女性の参画を推進するととも

に、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干

し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、指定避難場所にお

ける安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難場所の運営に努める

もの」として、女性の参画及び配慮を位置付けました。そのため、災害発生時に性別によっ

て困難が生じないよう、災害時の対応や平時の防災活動において男女それぞれの意見が反映

される必要があります。 

 

《施策の方針》 

性別、障がいの有無、貧困などの属性や環境によって生活が脅かされたり、社会参画が阻

害されたりすることがないよう、様々な困難を抱える人に対する支援を行います。 

 また、ノーマライゼーション（※）の理念に基づき、高齢者や障がい者をはじめ、妊婦や子

育て中の人なども含めた、全ての人にとって優しい環境づくりに努めます。 

 防災についても、平時における防災に関する啓発活動等や災害発生時の指定避難所等にお

いて、女性の参画を推進します。 

 

※ノーマライゼーション 

障がい者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活をともにするのが正常なことで

あり、本来の望ましい姿であるとする考え方。 
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Ⅱ安心して暮らせる地域づくり 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 

貧困や障がい等

により困難をか

かえた女性等が

安心して暮らせ

る環境の整備 

 生活困窮者（生活保護に至る前の人）への

自立支援 

 障がい者の自立支援 

福祉課 

（２） 

健康で自立した

生活を営むため

の支援 

 母子家庭、父子家庭など、ひとり親家庭の

自立支援 

 母子保健事業の充実 

 男女の生涯を通した健康づくりの推進 

健康介護課 

福祉課 

生涯学習課 

（３） 

バリアフリーの

まちづくりの推

進 

 歩道の段差解消、公共施設等のバリアフリ

ー化 

建設課 

関係各課 

（４） 
住宅防火のまち

づくりの推進 

 女性防火クラブによる住宅用火災警報器

設置の普及推進 
消防本部 

（５） 救急救命  女性消防団による救急救命講習の実施 消防本部 

（６） 

地域防災におけ

る男女共同参画

の推進 

 災害発生時の指定避難所の運営における

女性の参画推進 
総務課 

 

《数値目標》 

 

乳幼児健診受診率 

【H27：98.6％ ⇒ H33：100％】 

 

赤ちゃん訪問の訪問率 

【H27：99.3％ ⇒ H33：100％】 

 

特定健診受診率 

【H27：31.9％ ⇒ H33：60％以上】 

 

 

 

 

 

がん検診受診率 

【H27：4.48～11.42％ ⇒ H33：50％】 

住宅用火災警報器の設置率 

【H28：65％ ⇒ H33：100％】 

女性消防団員が行う救急救命講習 

【H28：２回/年 ⇒ H33：3 回/年】 
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Ⅲ性別にとらわれず全ての人が輝ける地域づくり 

 

《現状と課題》 

 少子高齢化など社会情勢が変化する中で、生活スタイルの多様化・個別化など、地域を取

り巻く環境やニーズも多様化しています。こうした中、それぞれの地域がその特長を生かし

て住みよい地域をつくるためには、地域の実情を知る市民が地域活動に積極的に参加できる

環境づくりが必要となります。 

 さらに、性別にとらわれず、世代を越えてともにその個性と能力を生かし、協力し合うこ

とは、活力ある地域をつくり、より暮らしやすいまちづくりを進めるためにも重要なことで

す。 

しかし、意識調査では、「地域の中」での男女の平等感について、女性は５５．３％が、

男性は４９．２％と半分前後の人が「男性が優遇」又は「どちらかといえば男性が優遇」と

回答しており、地域活動等で女性の意見が尊重されず、その力が地域で活かされていないと

考えられます。（p.１4 参照） 

 

《施策の方針》 

 性別にとらわれず、全ての人が協力して地域の活力創造を行えるよう、地域おこし、まち

づくりなどに携わる地域団体の支援を行うとともに、男女の参画を進めます。 

 また、世代を越えて男女が協力し合える環境づくりを支援します。 
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Ⅲ性別にとらわれず全ての人が輝ける地域づくり 

 項目 施策の内容 主担当 

（１） 

女性の視点を活

用した魅力ある

地域づくりの推

進 

 活動事例等の情報提供による啓発 企画財政課 

（２） 

男女が協力する

ことによる新た

な活力の創造 

 地域に根ざした活動を行うＮＰＯ法人等

の育成支援と男女の参画推進 

 地域おこし・まちづくり・観光に関する活

動への男女の参画推進 

総務課 

企画財政課 

産業課 

まちづくり・

企業支援課 

（３） 

地域や多世代で

協力し合うこと

による活力創造

の環境づくり 

 地域活動の支援と男女の参画推進 

 多世代交流の推進 

総務課 

企画財政課 

関係各課 

 

《数値目標》 

 

広報紙等による活動事例やロールモデル等の紹介件数（再掲） 

【毎年 1件以上】 

 

社会全体で男女が平等だと思う人の率（再掲） 

【H28：19.2％ ⇒ H32：25％】 
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第５章 計画の推進 

 

１．山県市男女共同参画推進審議会による審議 

  山県市男女共同参画推進条例第１５条の規定に基づき、山県市男女共同参画推進審議会

を設置し、本計画にのっとり男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施

します。 

 審議会は、以下の事項について、市長の諮問に応じて、調査、審議及び答申をします。 

（１） 基本計画の策定及び変更に関すること。 

（２） 基本計画の実施状況及び進捗状況に関すること。 

（３） 男女共同参画の推進に関する施策の重要事項に関すること。 

 

２．山県市男女共同参画推進プロジェクトチーム及び山県市男女共同参画推進本部による 

施策の進捗管理と推進 

 

◆山県市男女共同参画推進本部 

  山県市男女共同参画推進組織設置要綱第１条の規定に基づき、市長を本部長、副市長を

副本部長とし、課長等を本部員とする山県市男女共同参画推進本部会議（以下本部会議）

を設置し、男女共同参画に関する施策の総合的かつ体系的な推進を行います。 

  本部会議は以下の業務を行います。 

（１） 男女共同参画の総合的な計画策定及び推進に関すること。 

（２） その他男女共同参画に係る重要事項に関すること。 

 

◆山県市男女共同参画推進プロジェクトチーム 

   山県市男女共同参画推進組織設置要綱第１条の規定に基づき、関係する課から選出し

たチーム員で構成する、山県市男女共同参画プロジェクトチーム（以下プロジェクトチ

ーム）を設置し、本計画の進捗管理等を行います。 

 プロジェクトチームは以下の業務を行います。 

（１） 男女共同参画の総合的な計画策定及び推進のための基礎研究作業 

（２） 男女共同参画の総合的な計画案の作成及び調整 

（３） その他男女共同参画に関する必要な事項 

 

３．（仮称）山県市女性活躍推進協議会の設置及び審議 

 女性活躍推進法第２３条に基づき、学識経験者、経済団体、行政等で組織する協議会を 

設置し、女性の活躍に関する先進的事例の調査及び研究、啓発活動等について協議を行い 

ます。 

 

 


